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第５期菊陽町地域福祉計画・第７期菊陽町地域福祉活動計画策定業務委託仕様書 

 

１ 目的  

本業務は、地域福祉をめぐる直近の動向を踏まえながら、地域に内在するさまざまな

生活課題や福祉ニーズ、社会資源について総合的な観点から再検討した上で、「菊陽町

としてめざす地域福祉像」を掲げるとともに、その実現に向け、地域特性や社会資源に

立脚した諸施策を体系的に位置づけ、計画期間を令和１０年度から令和１４年度までの

「菊陽町地域福祉計画」としてとりまとめることを目的とするものである。  

なお、計画策定にあたっては、本町が総合計画の基本構想でまちの将来像を「ともに

輝き成長しつづけるまち 菊陽」と掲げていること、「地域共生社会の実現に向けた地

域福祉の推進について」（令和3年3月31日付け子発0331第10号・社援発0331第16号・障

初0331第10号・老発0331第5号厚生労働省子ども家庭局長、厚生労働省社会・援護局

長、厚生労働省老健局長連名通知）を踏まえ、地域によりそった、町民にわかりやすい

計画を策定するものとする。また、地域住民の立場から「菊陽町地域福祉計画」を推進

し、地域住民や各種団体が主体的に策定する民間の活動計画である「菊陽町地域福祉活

動計画」の策定を行う。 

なお、本業務は、令和８年度及び令和９年度の２ヵ年で実施し、令和８年度に現状分

析、各種調査を行い、令和９年度に骨子案・計画素案の作成、パブリックコメントの実

施支援及び計画書の取りまとめを行うものとする。 

  また、本計画は、社会福祉法第１０７条に規定する地域福祉計画として策定するとと

もに、自殺対策計画、再犯防止推進計画及び重層的支援体制整備事業実施計画を包含す

る計画として策定するものとする。 

 

２ 見積限度額 

１０，５６０，０００円（取引に係る消費税及び地方消費税の額を含む。） 

本業務は、令和８年度から令和９年度までの２カ年事業として実施するものであり、

見積限度額は契約期間全体の総額とする。また、本業務の実施に当たっては、令和９年

度までの債務負担行為を設定している。 

 

３ 業務内容  

(1)地域の基本特性等現状把握、関連政策調査  

①菊陽町が所有する基礎資料、福祉関連データ等を使用し、地域社会の現状と動向を

整理する。  

ア 社会経済動向の分析と広域動向  

イ 地域の位置と自然的条件  

ウ 人口構成の現状特性及び動向  



 

2 
 

エ 各分野対象者等（高齢者、障がい者、子ども・子育て世帯、生活困窮者等）の

現状及び動向  

オ 各種計画のアンケート、ワークショップの結果の取りまとめ、分析  

②地域福祉関連の現行施策の状況や問題点、町民ニーズ等を把握するため、アンケー

ト調査、ワークショップ、関係機関ヒアリング等の必要な調査を実施し、その結果

の分析を行い、報告書として取りまとめる。  

ア 町民意識調査（18歳以上の町民を対象に、住民基本台帳から無作為抽出した

2,000人程度を対象として実施） 

イ 町関係課に対する施策調査  

ウ 地域住民等を対象としたワークショップの実施（７回程度を想定） 

エ 福祉関係機関、地域団体等を対象としたヒアリングの実施（５回程度を想定） 

オ 各調査の調査票、封筒等の作成及び封入封緘・発送・回収作業（郵送費用は受

託者負担）  

カ 回答の取りまとめ・データ入力及び結果分析  

(2)計画促進と課題の整理  

①地域福祉計画・地域福祉活動計画を促進するため、現行計画を総括し課題と現状に

ついて分析・整理を行う。  

②地域の基本特性等現状把握、関連施策調査を整理し、地域ごとの課題を整理する。  

(3)施策の提言、骨子案の作成  

①菊陽町総合計画、熊本県地域福祉支援計画に即した提言を行うとともに、福祉分野

の各個別計画との整合性を図ること。また、地域共生社会の実現及び重層的支援体

制整備事業との整合性に留意し、自殺対策、再犯防止を包含した計画となるよう提

案を行うこと。 

②改正社会福祉法及び関係省庁の通知等の規定に基づき、地域福祉計画・地域福祉活

動計画に盛り込むべき内容を踏まえた菊陽町地域福祉計画、菊陽町地域福祉活動計

画の骨子案を作成すること。  

③地域課題に対し、地域性を踏まえた、具体的な施策提言を行う。  

④地域福祉計画・地域福祉活動計画について、相互の整合性を確保するとともに、菊

陽町社会福祉協議会と十分連携しながら策定を進めること。 

(4)菊陽町地域福祉計画検討委員会及び菊陽町地域福祉活動計画策定委員会の議事運営

支援 

 菊陽町地域福祉計画検討委員会及び菊陽町地域福祉活動計画策定委員会（計５回程

度の合同開催）の運営支援を行う。 

①各回における議事案の設定支援（事前調整への出席含む）  

②会議資料原稿の作成  

③委員会への出席  
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④必要に応じた資料説明  

⑤議事録（要旨）の作成  

(5)計画案及び計画原稿の作成等  

基本目標を実現するための施策を盛り込んだ、「菊陽町地域福祉計画・菊陽町地域

福祉活動計画」素案を作成する。  

(6)パブリックコメントの実施の支援  

菊陽町地域福祉計画・菊陽町地域福祉活動計画素案のパブリックコメントを実施す

るにあたり、ホームページ、公表用のPDFファイルの作成、寄せられた意見への回答

案を作成する。 

 

４ 契約期間 

契約日から令和１０年３月３１日まで 

 

５ 成果品、提出書類 

(1)作成方法  

次に掲げるものを成果品として指定する期日に納品しなければならない。  

(2)提出部数 

①調査票（データ）  

②調査結果報告書（データ）  

③菊陽町地域福祉計画・菊陽町地域福祉活動計画骨子案（データ）  

④菊陽町地域福祉計画・菊陽町地域福祉活動計画素案（データ）  

⑤菊陽町地域福祉計画・菊陽町地域福祉活動計画案（３部・データ）  

⑥菊陽町地域福祉計画・菊陽町地域福祉活動計画（３００部・データ）  

（Ａ４版 表紙カラー刷り １色刷り 製本 １００ページ程度）  

⑦菊陽町地域福祉計画・菊陽町地域福祉活動計画概要版（１,０００部・データ） 

（Ａ４版 ４色刷り 製本 ４ページ程度）  

※計画書及び計画書概要版についてはユニバーサルデザインのフォント、カラーを使

用し、可視性、可読性に留意することまたイラスト等を入れて親しみやすい工夫を

すること。  

※データ納品は電子媒体又は町が指定する方法により納品すること。 

※各成果品の提出時期については、策定スケジュール及び委員会開催日程を踏まえ、

町と協議の上決定するものとする。 

 

６ 成果品に係る著作権等  

本業務の成果品に係る著作権については、地域福祉計画については菊陽町に、地域福

祉活動計画については菊陽町社会福祉協議会に帰属する。 
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７ 打合せ協議及び記録  

打合せや協議事項について、記録を作成し、相互に確認を行う。 

 

８ 業務実施体制等の届出  

受注者は、契約後速やかに業務履行のための実施体制を整え、次の事項について、書

面により届出を行い、町の承諾を得るものとする。  

(1)業務主任担当等の届出  

(2)業務工程表  

(3)その他契約に係る必要書類  

 

９ 業務委託料の支払  

本業務の委託料は、各年度の業務完了後、町の検査に合格した後に支払うものとす

る。 

また、各年度の支払については、契約締結時に定める年度別業務内訳書に基づき、令

和８年度及び令和９年度に分割して支払うものとする。 

 

10 検 査  

受注者は、本業務について検査を受けるにあたり、成果品を整備して提出し、菊陽町

の確認を受けなければならない。 

 

11 秘密の保持及び個人情報の保護 

⑴ 受注者は、本業務に関して町から提示された資料及び情報を本業務以外の目的に使

用してはならない。また、業務履行上知り得た情報を、第三者に漏らしてはならな

い。 

⑵ 受注者は、個人情報の保護に関する法律その他関係法令を遵守し、本業務において

取得又は利用する個人情報について適正に管理しなければならない。 

⑶ 受注者は、個人情報の漏えい、減失又は毀損の防止その他個人情報の適切な管理の

ため必要な措置を講じなければならない。 

⑷ 受注者は、本業務の履行により取得した個人情報について、本業務の完了後又は契

約解除後、町の指示に従い返却、消去又は廃棄しなければならない。 

⑸ 受注者は、個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、直ちに町へ報告し、その

指示に従わなければならない。 

 

12 留意事項  

(1)受注者は、業務履行に際し担当職員と連絡調整を行い、十分な打合せの上で本業務
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の目的を達成しなければならない。  

(2)本業務に必要な菊陽町所有の資料について、提供依頼があったときは無償で貸与す

る。  

(3)受注者は、業務履行に際し内容に疑義が生じたときは、速やかに担当職員と協議し

指示を受けなければならない。  

(4)本業務の進行状況について、菊陽町から求められた場合、報告する義務を有する。  

(5)第５期菊陽町地域福祉計画・第７期地域福祉活動計画策定支援業務委託仕様書に定

められるものの他、本業務委託契約について疑義が生じた事項については、双方協議

し定める。  

(6)必要な場合を除き、提案書等には個人の情報やそれらを類推できるような情報を記

載しないように注意すること。  

(7)契約書に添付する仕様書は、本町が示した仕様書及び選定された提案に基づき、契約

予定者と町が協議の上、決定することとする。 

 

13 策定スケジュール（予定） 

時期 内容 

令和８年９月 第１回検討委員会 

令和８年９月〜令和９年３月 ワークショップ（７回程度） 

令和８年 10 月 町民アンケート調査（無作為抽出 2,000 件程度） 

令和８年 11 月 アンケート集計・分析 

令和９年１月〜３月 関係機関ヒアリング（5 回程度） 

令和９年３月 令和 8 年度成果品納品 
令和９年５月 第 2 回検討委員会 

令和９年９月 第３回検討委員会 

令和９年 12 月 第４回検討委員会 

令和９年 12 月〜令和 10 年１月 パブリックコメント実施 

令和 10 年２月 第５回検討委員会 

令和 10 年２月 計画策定 
令和 10 年３月 令和 9 年度成果品納品 

 


